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彩の国「新しい生活様式」安心宣言等の見直しについて 

 

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策については、御理解と御協力を賜り、

厚くお礼申し上げます。 

 さて、令和５年３月１３日からマスク着用が見直されることを受け、このたび、

彩の国「新しい生活様式」安心宣言及び彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店

＋（プラス）についてマスクに関する記述を削除する見直しをいたしました。 

 見直しの詳細は、下記のとおりです。 

 つきましては、別添のチラシを活用し、貴団体の会員及び関係事業者の皆様に、

周知くださるようお願いいたします。 

 なお、各業種団体宛てには別途、周知しましたので、御承知願います。 

 あわせて、県庁におけるマスク着用について送付しますので参考にしてくださ

い。 

記 

１ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言について 

（１）チラシ「マスク着用の見直しのご案内」・・・別添１ 

（２）見直し後の「安心宣言」・・・別添２ 

（３）見直し後の「安心宣言」掲示用・・・別添３ 

（４）新旧対照表・・・別添４ 

 ※ホームページ：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/anshinsengen.html 

 

２ 彩の国「新しい生活様式」安心宣言飲食店＋（プラス）について 

（１）チラシ「マスク着用の見直しのご案内」・・・別添５ 

（２）見直し後の認証基準・・・別添６ 

（３）新旧対照表・・・別添７ 

  ※ ホ ー ム ペ ー ジ ： https://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/anshinsengen-

insyokutenplus.html 

 

 

 

 

 

                担 当：産業労働部経済対策担当 
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